
産油国共同石油備蓄事業費補助金 
平成30年度予算額  40.8億円（39.1億円） 

資源エネルギー庁 石油精製備蓄課 
03-3501-1993

事業イメージ 事業の内容 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 石油精製 
業者等 

事業目的・概要 
石油危機発生時における我が国への優先供給を条件として、
産油国の国営石油会社に対して国内の原油タンクを使用する
ために必要な費用を補助します。

本事業により実施する「産油国共同石油備蓄事業」は、 「エネ
ルギー基本計画」（平成26年4月）において国家備蓄、民間
備蓄に次ぐ「第三の備蓄」と位置付けられており、産油国との関
係強化に資するとともに、我が国の危機対応能力を向上させる
ものです。

 

 

 

成果目標 
平成20年度からの事業であり、産油国との合意に基づく事業で
す。石油危機時において我が国へ優先供給される原油貯蔵量
（230万kl）の効率的な維持・管理を目指します。

独立行政法人石油天
然ガス・金属鉱物資源
機構（JOGMEC） 

補助
（定額10/10）

補助
（定額10/10）
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